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１ 計画の目的 
この計画は、水防法第１５条の３第１項に基づくものであり、本施設の利用者の

洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的とする。 

２ 計画の報告 
計画を作成及び必要に応じて見直し・修正をしたときは、水防法第１５条の３第

２項に基づき、遅滞なく、当該計画を市町村長へ報告する。 

３ 計画の適用範囲 
この計画は、本施設に勤務又は利用する全ての者に適用するものとする。 

 

 【施設の状況】 

 

人     数 

昼間・夜間 休日 

利用者 施設職員 利用者 施設職員 

昼間 昼間 

休日 休日 34 名 28 名 

夜間 夜間 0 名 0 名 

0 名 0 名 

 

様式１ 
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【施設周辺の避難経路図】 
洪水時の避難場所は、洪水ハザードマップの想定浸水域および浸水深から、以下の場所とする 

 

みゆき広場 

別紙１ 

避難経路図 
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４ 防災体制 
連絡体制及び対策本部は、以下のとおり設置する。 

 

【防災体制確立の判断時期及び役割分担】 
 

 

様式２ 

注
意
体
制
確
立 

警
戒
体
制
確
立 

非
常
体
制
確
立 

【洪水の場合】 

以下のいずれかに該当する場合 

□洪水注意報発表 

□吉野川（御幸町下岩成地点） 

氾濫注意情報発表 

【内水の場合】 

以下のいずれかに該当する場合 

□大雨又は台風に関する気象情

報発表 

□大雨注意報発表 

【津波の場合】 

以下のいずれかに該当する場合 

□津波注意報 

【洪水の場合】 

情報収集伝達要員 

 

 

 

【内水の場合】 

情報収集伝達要員 

 

 

 

【津波の場合】 

情報収集伝達要員 

体制確立の判断時期 体 制 活動内容 対応要員 

【洪水の場合】 

洪水予報等の情報収集 

 

 

 

【内水の場合】 

気象情報等の情報収集 

 

 

 

【津波の場合】 

津波に対する情報収集 

【洪水の場合】 

以下のいずれかに該当する場合 

□避難準備・高齢者等避難の発

令 

□洪水警報発表 

□吉野川（御幸町下岩成地点） 

氾濫警戒情報発表 

 

【内水の場合】 

以下のいずれかに該当する場合 

□大雨警報発表 

【洪水の場合】 

情報収集伝達要員 

避難誘導要員 

情報収集伝達要員 

情報収集伝達要員 

避難誘導要員 

 

【内水の場合】 

情報収集伝達要員 

避難誘導要員 

情報収集伝達要員 

情報収集伝達要員 

避難誘導要員 

【洪水の場合】 

洪水予報等の情収集 

使用 する資器材の準備 

保護者への事前連絡 

周辺住民への事前協力依頼 

要配慮者の避難誘導 

 

【内水の場合】 

気象情報等の情報収集 

使用 する資器材の準備 

保護者への事前連絡 

周辺住民への事前協力依頼 

要配慮者の避難誘導 

【洪水の場合】 

以下のいずれかに該当する場合 

□避難勧指示（緊急）の発令 

□吉野川（御幸町下岩成地点） 

氾濫危険情報発表 

 

【津波の場合】 

以下のいずれかに該当する場合 

□津波警報 

□大津波警報（特別警報） 

【洪水の場合】 

避難誘導要員 

 

 

 

 

 

【津波の場合】 

避難誘導要員 

【洪水の場合】 

施設内全体の避難誘導 

 

 

 

 

 

【津波の場合】 

施設内全体の避難誘導 
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５ 情報収集・伝達 
（１）情報収集 

収集する主な情報及び収集方法は、以下のとおりとする。 

 

収集する情報 収集方法 

気象情報 〇テレビ・ラジオ・インターネット（情報提供機

関のウェブサイト） 

洪水予報・河川水位 〇緊急速報メール・インターネット（情報提供機

関のウェブサイト）・福山市メール配信サービス

【登録制】 

・テレビのデータ情報・インターネット（情報提

供機関のウェブサイト） 

避難準備・高齢者等避難開始、

避難勧告、避難指示（緊急） 

〇防災行政無線・テレビ・ラジオ・インターネッ

ト（情報提供機関のウェブサイト）・緊急速報メー

ル・福山市メール配信サービス【登録制】 

 

 

（２）情報伝達 

①「施設内緊急連絡網」に基づき、また館内放送や掲示板を用いて、体制の確立

状況、気象情報、洪水予報等の情報を施設内関係者間で共有する。 

②体制確立時、あらかじめ市町村と調整した事項について、市町村に報告する。 

 

（３）その他 

 ①「警戒レベル３高齢者等避難」の発令が事前に予想される場合、臨時に閉所す 

  る事も含めた協議を行う。 
 

様式３ 
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６ 避難誘導 
避難誘導については、次のとおり行う。 

（１）避難場所 

避難場所は下表のとおりとする。また、悪天候の中の避難や、夜間の避難は危険

もともなうことから、施設における想定浸水深が浅く、建物が堅牢で家屋倒壊のお

それがない場合、屋内安全確保を図るものとする。その場合は、備蓄物資を用意す

る。 

 

（２）避難経路 

避難場所までの避難経路については、「別紙１ 避難経路図」のとおりとする。 

 

（３）避難誘導 

①避難場所までの移動距離及び移動手段は、以下のとおりとする。 

 

 

 名 称 移動距離 移動手段 

避難場所 福山市立御幸小学校 （ 700 ）m 
□徒歩 

□車両（ 5 ）台 

避難場所 福山平成大学 （ 1850 ）m 
□徒歩 

□車両（ 5 ）台 

屋内安全確保 食堂・作業場１   

 

  ②必要に応じて、地域住民等の地域関係者や利用者の家族（様式 11を使用） 

などに避難支援協力を依頼する。 

様式４ 
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７ 避難の確保を図るための施設の整備 
情報収集・伝達及び避難誘導の際に使用する資器材等については、下表「避難確保

資器材等一覧」に示すとおりである。 

これらの資器材等については、日頃からその維持管理に努めるものとする。 
 

 

避難確保資器材一覧 
 

備 蓄 品 

情報収集 

・伝達 

■テレビ ■ラジオ ■タブレット ■ファックス 

■携帯電話  ■懐中電灯  ■電池 

避難誘導 

■名簿（従業員、施設利用者） ■案内旗 ■タブレット ■携帯電話 

■懐中電灯 ■携帯用拡声器 ■電池式照明器具 ■電池 ■ライフジ

ャケット（準備中）■救命胴衣 

施設内の 

一時避難 

■水（１人あたり 4ℓ） ■食料（１人あたり 3 食分） 

■防寒具 ■寝具（毛布５０枚・その他） 

障害者 ■常備薬 ■おむつ・おしりふき 

そのほか ■ウェットティッシュ ■ゴミ袋 ■タオル ■発電機２ＫＷ 

 

 

浸水を防ぐための対策 

■そのほか（ 止水栓整備を検討中     ） 

 

 

８ 防災教育及び訓練の実施 
・毎年 10 月に新規採用の従業員を対象に研修を実施する。 

・毎年 10 月 3 月に全従業員を対象として、情報収集・伝達及び避難誘導に関する

訓練を実施する。 

・その他、年間の教育及び訓練計画を毎年 3 月に作成する。 

 

様式５ 様式５ 
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９ 自衛水防組織の業務に関する事項 
 

※自衛水防組織を設置する場合には、様式６を参考に加筆・修正してください。 

また、あわせて別添、別表１・２を作成してください。 
 

 

（１）別添「自衛水防組織活動要領（案）」に基づき自衛水防組織を設置する。 

 

（２）自衛水防組織においては、以下のとおり訓練を実施するものとする。 

① 毎年４月に新たに自衛水防組織の構成員となった従業員を対象として研修

を実施する。 

② 毎年５月に行う全従業員を対象とした訓練に先立って、自衛水防組織の全構

成員を対象として情報収集・伝達及び避難誘導に関する訓練を実施する。 

 

（３）自衛水防組織の報告 

自衛水防組織を組織または変更をしたときは、水防法第１５条の３第２項に

基づき、遅滞なく、当該計画を市町村長へ報告する。 
 

 

様式６ 



-8- 

10 防災教育及び訓練の年間計画作成例 
 

 

 

 

様式７ 

 

防災体制の確立・ 

避難確保計画の年度版作成 

従業員への防災教育 

入所施設 

情報伝達訓練 

従業員の非常参集訓練 

避難訓練 

避難確保計画の更新 

通所施設 

情報伝達訓練 

保護者への引き渡し訓練 

情報収集伝達要員・避難誘導要員の任命や外

部からの支援体制等を確認し、避難確保計画

に反映します。 

施設利用者への防災教育 

○避難確保計画等の情報の共有 
○過去の被災経験や災害に対する知恵の伝承 

など 

○水害の危険性や避難場所の確認 
○緊急時の対応等に関する保護者、家族への

説明 など 

○従業員の緊急連絡網の試行 
○保護者への情報伝達手段（メール・電話

等）の確認、情報伝達の試行 など 

○保護者の緊急連絡網の試行 
○連絡後、全施設利用者を保護者に引き

渡すまでにかかる時間の計測 など 

○従業員の緊急連絡網の試行 
○家族等への情報伝達手段（メール・電話

等）の確認、情報伝達の試行 など 

○従業員の緊急連絡網の試行 
○連絡後、全従業員の参集にかかる時間の

計測 など 

○防災体制と役割分担の確認、試行 
○施設から避難場所までの移動にかかる時間

の計測 など 

避難を円滑かつ迅速に確保するために、避難確

保計画に基づく訓練を実施し、必要に応じて計

画を見直します。 

実施予定

月日 
（ 3 月 中旬 日） 

 

実施予定

月日 
（ 10 月 中旬 日） 

 
実施予定

月日 
（ 10 月 中旬 日） 

 

実施予定

月日 
（ 3 月 中旬 日） 

 
実施予定

月日 
（ 未定 月  日） 

 

実施予定

月日 
（  月  日） 

 
実施予定

月日 
（  月  日） 

 

実施予定

月日 
（ 10 月 中旬 日） 

 
実施予定

月日 
（ 3 月 中旬 日） 

 
実施予定

月日 
（ 未定 月  日） 

 

実施予定

月日 
（ 3 月 中旬 日） 
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施設利用者 緊急連絡先 その他 

（緊急搬送先等） 氏名 年齢 住所 氏名 続柄 電話番号 住所 

1 岩崎一美 55 神辺町川南 2437-13 岩崎尚隆 父 084-963-1759 同じ 家 

2 西田晴佳 31 井原市木之子町 3142-3 西田直樹 父 0866-63-3637 同じ 家 

3 日下絵美子 45 東深津町 4-8-12 日下 母 084-932-1511 同じ 家 

4 延岡容子 51 新涯町 4-12-12-3 延岡宏恭 父 084-953-5318 同じ 家 

5 鳥居恵美子 50 川口町 2-18-3 鳥居繁生 父 084-954-1702 同じ GH 

6 石田利恵 54 神辺町上御領 1741-8 石田栄司 兄 070-7560-4289 同じ GH 

7 眞田裕子 73 久松台 2-31-26 村上絹子 姉 084-927-9736 同じ 家 

8 江草梨乃 28 井原市芳井町宇戸川 31-1/2-103号 江草靖晃 父 0866-72-1939 同じ 工場 

9 平田 望 28 府中市阿字町 1330 平田智洋 父 090-3373-5928 同じ 会社 

10 七森隆寛・裕文 50/47 東川口町 4-8-48 七森正治 父 084-953-4164 同じ 家 

11 松原秀光 48 神辺町道上 2985-4 松原久男 父 084-963-4503 同じ 家 

12 日田和希 28 春日町 1 丁目 20-12 ｻﾝｼｬｲﾝ F-B棟 101号 日田博士 父 090-7596-1545 同じ 家 

13 栗原徹也 54 神辺町道上 2512-2 栗原美恵子 母 084-963-4729 同じ 家 

14 小林正和 48 新市町戸手 868-28 小林美沙子 母 0847-52-4508 同じ 家 

15 渡辺康貴 49 西新涯町 1-5-21 渡辺英隆 父 084-954-0597 同じ 家 

16 猪之俣 崇 50 神辺町下竹田 2511-15 猪之俣憲三 父 084-965-0682 同じ 家 

17 藤川英光 56 千田町 3丁目 29-23 藤川三郎 父 084-955-2716 同じ GH 

18 竹内慎治 52 加茂町下加茂 243-3 竹内靖治 兄 090-2904-2563 同じ 家 

19 郷丸知希 48 御幸町下岩成 904-6 郷丸行宣 父 090-8606-4871 同じ GH 

20 楠田 直 35 草戸町 5-14-3 楠田啓介 父 084-953-2635 同じ 家 

21 中平繁和 45 神辺町新湯野 69-2 中平久登 父 084-963-7510 同じ 家 

22 松本俊一 50 伊勢丘 8-8-20 松本 茂 父 084-947-3321 同じ 家 

23 田中俊司 45 大門町 7-10-6 田中俊昭 父 090-8061-4333 同じ 家 

24 杉野禎晟 29 西深津町 5-5-37-2 杉野真純 父 090-3630-6074 同じ 会社 

25 大浦仁輝 27 加茂町中野 700-144 大浦香織 母 084-972-6413 同じ 家 

26 浜田陸斗 24 福山市青葉台 2-10-19 浜田智光 父 084-971-3480 同じ 家 

27 高木翔斗 25 井原市上出部町四季が丘 2-2 高木真知子 母 090-5262-2750 同じ 家 

28 
今川文太 20 

福山市御幸町森脇472-5三島ア

パートＣ号 
今川こずえ 母 080-8351-1723 同じ 家 

29 下部優貴 21 福山市北本庄 3-6-5 下部加代子 母 090-7771-6388 同じ 家 

30 小川真司 56 福山市御幸町中津原 1616-8 岡村氏 
GH   

サビ管 090-9467-2758 同じ GH 

31 砂原恭平 35 福山市御幸町中津原 1616-8 岡村氏 
GH   

サビ管 090-9467-2758 同じ GH 

32 神川修佑 19 福山市駅家町上山守 128-1 神川健夫 父 090-2866-5606 同じ 家 

33 下峠幸輝 福山市木之庄町 2-13-17 下峠則幸 父 080-5234-4618 同じ 家 

様式８ 11 施設利用者緊急連絡先一覧表
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秦 昌志 

080-7096-4856

辻 恵一 河村晃行 上杉美和 奥野 聡 

070-5300-7450 090-7505-5404 090-9738-5563 090-5266-0373

田嶋啓司 大塚美和 塩崎睦典 川上由美 

070-9007-1673 090-5265-9014 090-4144-8152 080-1923-4483

金尾靖孝 遠山澄子 山本英恵 丸山昭子 

090-8364-5978 090-7972-8742 090-1355-1943 090-8065-6536

三好玄吾 山本有華 井上美幸 樋村樹理 

070-4457-3447 080-3476-8430 090-8243-2179 090-1332-2782

甲斐光男 卯本朋子 藤井隆子 石井誓子 

090-7377-5518 090-7248-2068 090-1331-5911 090-8060-0422

桜井浩一 鎌田由賀 門田由子 飯山智子 

090-2002-9472 080-6312-7192 090-1357-1624 090-1358-0292

土屋浩恵 児玉 潤 

090-4656-9882 090-7834-8480

 

連絡先 担当部署 担当者氏名 電話番号 連絡可能時間 備考 

市町村（防災担当） 危機管理防災課 084-928-1228 8:30～17:15 

市町村（福祉担当） 障がい福祉課 084-928-1261 8:30～17:15 

生藤章洋 

090-8245-3141

様式 10 13 外部機関等への緊急連絡先一覧表 

12 緊急連絡網 様式９ 

＊通常は生藤が全員に（SMS）

ショートメールで指示を送信



-11-

消防署 福山北消防署 084-923-3993 8:30～17:15 

警察署 福山北警察署 084-962-0110 8:30～17:15 

避難誘導等の支援者 

医療機関 平井外科胃腸科医院 084-955-5550 9:00 ～18:30 
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辻 恵一   金尾 靖孝   田嶋啓司  山本有華 

下部優貴 田中俊司 猪之俣 崇 石田利恵 

090-7771-6388 090-8061-4333 084-965-0682 070-7560-4289

高木翔斗 浜田陸斗 七森隆寛 延岡容子 

090-5262-2750 084-971-3480 084-953-4164 084-953-5318

楠田 直 七森裕文 竹内慎治 西田晴佳 

084-953-2635 084-953-4164 090-3371-4755 0866-63-3637 

下峠 幸輝 日田和希 神川修佑 日下絵美子 

080-5234-4618 090-7596-1545 090-2866-5606 084-932-1511

上杉美和   鎌田由賀 遠山澄子  河村晃行

江草梨乃 鳥居恵美子 今川文太 大浦仁輝 

0866-72-1939 084-954-1702 080-8351-1723 084-972-6413

栗原徹也 平田 望 渡辺康貴 藤川英光 

084-963-4729 090-3373-5928 084-954-0597 084-955-2716

松本俊一 眞田裕子 小川真司 中平繁和 

084-947-3321 084-927-9736 090-9467-2758 084-963-7510

岩崎一美 砂原恭平 松原秀光 

084-963-1759 090-9467-2758 084-963-4503

児玉潤 

小林正和 

0847-52-4508 

杉野禎晟 

090-3630-6074

郷丸知希 

090-8606-4871

12 緊急連絡網 

様式 11 
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対応内容 氏名 避難先 移動手段 担当者 備考 

2 杉野禎晟 御幸小学校・平成大学 単独歩行 秦 

1 日下絵美子 御幸小学校・平成大学 単独歩行 秦 

1 鳥居恵美子 御幸小学校・平成大学 単独歩行 鎌田 

1 石田利恵 御幸小学校・平成大学 単独歩行 鎌田 

1 平田 望 御幸小学校・平成大学 単独歩行 丸山 

1 松原秀光 御幸小学校・平成大学 単独歩行 児玉 

1 藤川英光 御幸小学校・平成大学 単独歩行 児玉 

1 竹内慎治 御幸小学校・平成大学 単独歩行 児玉 

1 楠田 直 御幸小学校・平成大学 単独歩行 山本有華 

1 田中俊司 御幸小学校・平成大学 単独歩行 山本有華 

1 中平繁和 御幸小学校・平成大学 単独歩行 山本英恵 

1 松本俊一 御幸小学校・平成大学 単独歩行 山本英恵 

2 小林正和 御幸小学校・平成大学 単独歩行 山本英恵 

2 大浦仁輝 御幸小学校・平成大学 単独歩行 甲斐

2 高木翔斗 御幸小学校・平成大学 単独歩行 甲斐

2 浜田陸斗 御幸小学校・平成大学 単独歩行 田嶋 

1 今川文太 家 単独歩行 上杉 

1 眞田裕子 御幸小学校・平成大学 車 辻 

3 日田和希 家 車 辻 

2 下峠幸輝 家 車 辻 

2 七森隆寛 GH 車 三好 

2 七森裕文 GH 車 三好 

3 渡辺康貴 GH 車 三好 

6 猪之俣 崇 家 車 河村 

3 栗原徹也 家 車 河村 

3 郷丸知希 家 車 河村 

6 岩崎一美 GH 車 河村 

6 江草梨乃 家 車 遠山 

6 西田晴佳 家 車 遠山 

1 下部優貴 家 車 金尾 

2 延岡容子 家 車 金尾 

2 小川真司 GH 車 金尾 

2 砂原恭平 GH 車 金尾 

2 神川修佑 家 車 金尾 

該当番号を記入 

様式 12 14 対応別避難誘導方法一覧表 

避難場所へ移動 

１.単独歩行が可能 ２.介助が必要 ３.車いすを使用 ４.ストレッチャーや担架が必要 ５.そのほか

そのほかの対応 

６.自宅に帰宅 ７.病院に搬送 ８.そのほか
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管理権限者 （ 生藤章洋 ） （代行者 秦 昌志 ） 

情報収集 

伝達要員 

担当者 役 割 

班長（ 河村・奥野 ） □自衛水防活動の指揮統制、状況の把握、

情報内容の記録

□館内放送等による避難の呼び掛け

□洪水予報等の情報の収集

□関係者及び関係機関との連絡

班員（ ４ ）名 

・ 

・ 

・ 

・ 

樋村 

門田 

井上 

山本英 

避難誘導 

要員 

担当者 役 割 

班長（ 辻・上杉 ） □避難誘導の実施

□未避難者、要救助者の確認班員（ 17 ）名 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

塩崎 

田嶋 

大塚 

遠山 

金尾 

丸山 

山本有華 

川上 

卯本 

甲斐

石井

鎌田

児玉

飯山

三好

桜井

藤井

土屋

様式 13 15 防災体制一覧表 
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（自衛水防組織の編成） 

第１条 管理権限者は、洪水時等において避難確保計画に基づく円滑かつ迅速な避難を確保するた

め、自衛水防組織を編成するものとする。 

２ 自衛水防組織には、統括管理者を置く。 

(１) 統括管理者は、管理権限者の命を受け、自衛水防組織の機能が有効に発揮できるよう組織

を統括する。

(２) 統括管理者は、洪水時等における避難行動について、その指揮、命令、監督等一切の権限

を有する。

３ 管理権限者は、統括管理者の代行者を定め、当該代行者に対し、統括管理者の任務を代行する

ために必要な指揮、命令、監督等の権限を付与する。 

４ 自衛水防組織に、班を置く。 

(１) 班は、総括・情報班及び避難誘導班とし、各班に班長を置く。

(２) 各班の任務は、別表１に掲げる任務とする。

(３) 防災センター（最低限、通信設備を有するものとする）を自衛水防組織の活動拠点とし、

防災センター勤務員及び各班の班長を自衛水防組織の中核として配置する。

（自衛水防組織の運用） 

第２条 管理権限者は、従業員の勤務体制（シフト）も考慮した組織編成に努め、必要な人員の確

保及び従業員等に割り当てた任務の周知徹底を図るものとする。 

２ 特に、休日・夜間も施設内に利用者が滞在する施設にあって、休日・夜間に在館する従業員等

のみによっては十分な体制を確保することが難しい場合は、管理権限者は、近隣在住の従業員

等の非常参集も考慮して組織編成に努めるものとする。 

３ 管理権限者は、災害等の応急活動のため緊急連絡網や従業員等の非常参集計画を定めるものと

する。 

（自衛水防組織の装備） 

第３条 管理権限者は、自衛水防組織に必要な装備品を整備するとともに、適正な維持管理に努め

なければならない。 

(１) 自衛水防組織の装備品は、別表２「自衛水防組織装備品リスト」のとおりとする。

(２) 自衛水防組織の装備品については、統括管理者が防災センターに保管し、必要な点検を行

うとともに点検結果を記録保管し、常時使用できる状態で維持管理する。

（自衛水防組織の活動） 

第４条 自衛水防組織の各班は、避難確保計画に基づき情報収集及び避難誘導等の活動を行うもの

とする。 

自衛水防組織を設置する

場合のみ作成

別添 「自衛水防組織活動要領（案）」 
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管理権限者 （  ） （代行者  ） 

 

総括・ 

情報班 

役職及び氏名 任 務 

班長（  ） □自衛水防活動の指揮統制、状況の把握、

情報内容の記録 

□館内放送等による避難の呼び掛け 

□洪水予報等の情報の収集 

□関係者及び関係機関との連絡 

班員（  ）名 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

 

 

 

 

避難 

誘導班 

役職及び氏名 任 務 

班長（  ） □避難誘導の実施 

□未避難者、要救助者の確認 

 

班員（  ）名 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自衛水防組織を設置する

場合のみ作成 
別表１ 「自衛水防組織の編成と任務」 

別表２ 「自衛水防組織装備品リスト」 

任務 装備品 

総括・情報班 名簿（従業員、利用者等） 

情報収集及び伝達機器（ラジオ、タブレット、トランシーバー、

携帯電話等） 

照明器具（懐中電灯、投光機等） 

避難誘導班 名簿（従業員、利用者等） 

誘導の標識（案内旗等） 

情報収集及び伝達機器 

（タブレット、トランシーバー、携帯電話等） 

懐中電灯 

携帯用拡声器 

誘導用ライフジャケット 

蛍光塗料 

 


